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稲沢市さくらねこ無料不妊手術チケット（行政枠）交付条件同意書

　　年　　月　　日
稲沢市長　殿
申請者　団体名　　
住所　稲沢市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　

チケットの交付申請をするに当たり、稲沢市さくらねこ無料不妊手術チケット（行政枠）交付要綱第８条の規定に基づき、下記の交付条件に同意します。
記
　※□にレ点チェックを入れて同意してから申請してください。

　□　地域猫活動を行うに当たり、行政区長等に説明し、同意を得ること。
　□　地域猫活動によるトラブルが生じないように、当該猫がその地域で一生を全うするまで見守ってもらえるよう地域住民に対して、理解及び協力が得られるように努めること。
　□　地域猫活動やチケットの利用に関してトラブル等が生じたときは、責任をもって対応すること。
　□　飼い主のいない猫を捕獲する土地については、土地の管理者に承諾を得ていること。
　□　チケットの交付枚数について、申請枚数に満たない場合があることを理解し、決定に対して異議や申立てを行わないこと。
　□　チケットの利用等にあたっては、公益財団法人どうぶつ基金のさくらねこ無料不妊手術事業の趣旨及び方針に従うこと。
　□　交付を受けたチケットは、第三者へ譲渡しないこと。また、有効期間内にチケットを利用できなかった場合は、速やかに当該チケットを返却すること。
　□　チケットを利用する際、別途費用が発生した場合は、自己負担で対応すること。
□　手術を受けさせようとする猫は、飼い主のいない猫であり、次に該当しないことを確
認していること。
　　・里親に出すことを前提とした飼い主のいない猫
・飼い猫にする予定の飼い主のいない猫
　　・その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫
　□　不妊手術の際には、猫の耳先をＶ字にカットすること。　　
□　当該猫の管理者を明確にし、当該猫が一代限りの命を全うできるよう次のとおり適正に管理すること。
・餌は時間及び場所を決めて、対象の猫のみに必要な量だけを与えること。
・餌は放置せず、給餌中は見守り、食べ終えたらすぐに片づけること。
・猫のトイレを設置し、適宜排泄物の回収及び清掃を行うこと。
・トイレ以外に排泄をした場合は、速やかに回収及び清掃を行い、周辺の清潔を維持すること。
　□　猫に飼い主がいた場合等、不妊手術の実施前後において発生する責任問題について、市は一切の責任を負わないものとし、自らで解決すること。
　□　手術後の当該猫について、不妊手術済みであることを必要に応じて近隣住民に説明し、当該猫が地域で一生を全うするまで見届けてもらえるよう理解促進に努めること。








備考　用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
